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重度障がい者のための社会参加事業について

家族介護慰労金支給について

　重度障がい者が、定期的に医療機関へ通院等す
るために、タクシーや自家用車を利用されている場
合、その費用の一部が助成されます。
※本人などに一定以上の所得がある場合は、助成
　されません。
●対象者

※身体障害者手帳については、総合の級ではなく、対象
の障害について該当の級であること

家族介護用品給付事業

第１１回特別弔慰金のご案内

　在宅で要介護状態にある方を介護している家族
に対して、慰労金を支給します。
●申請期間　２月1日（月）～２6日（金）
●対象者

●要介護者の資格要件
　・在宅で要介護状態にある方
　・介護保険サービスを継続して
　 ６か月以上利用していないこと
　・医療機関等に入院していないこと
●慰労金額　月30,000円
※詳細につきましてはお問い合わせください。

　介護用品の購入について、一部を補助します。
●対象者
　要介護３･４･５に認定され、在宅で介護を受け
ている方（入院・入所中の期間は対象外）
●対象用品
　紙おむつ、使い捨て手袋、使い捨て清拭タオ
ル、おむつカバー、失禁用パンツ、防水シーツ
●給付額
　対象者１人につき購入金額年間75,000円を

●申請時に必要なもの
・身体障害者手帳又は特定疾患医療受給者証
・領収書（ガソリン代又はタクシー代のどちらか）
　（令和2年1月1日～12月31日のもの）
　※手帳及び受給者証の交付日以降のものに限る。
・運転される方の免許証及び車検証
・印鑑、銀行口座の分かるもの
●申請期間　2月1日(月)～26日(金)
●助成金額　次のいずれか一つが対象となります

　　・タクシー利用者　  12,000円
　　・自家用車利用者　　 8,000円
　　・透析治療者　　　  12,000円

※この事業は今年度で終了します。

健康福祉課　　27-0175

●支給対象者

●請 求 期 限

 戦没者等の死亡当時の遺族で、令和2年4月1日において、戦没者等の妻や父母等がいない場合に、次
の順番による先順位のご遺族お一人に支給されます。
1.令和2年4月1日までに戦傷病者戦没者遺族等援護法による弔慰金の受給権を取得した方
2.戦没者等の子
3.戦没者等の①父母 ②孫 ③祖父母 ④兄弟姉妹
4.上記1から3以外の戦没者等の三親等内の親族（甥、姪等）で戦没者等の死亡時まで引き
　続き1年以上の生計関係を有していた方

令和5年3月31日まで

安八郡広域連合　（安八町中須410-1）　　63-2050

安八郡広域連合介護保険事業の運営状況についてお知らせします。

　認定後サービスを利用する際は、医師や地域包括支援センター、介護支援専門員（ケアマネージャー）
と、自分に合ったサービス利用を相談しましょう。（サービスを利用できる額に上限があります。）

　介護サービスの内容や詳細は、安八郡広域連合HP（http://akouiki.com）をご覧ください。
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■神戸町の状況
　令和２年７月３１日現在、65歳以上の方は約７人に１
人が認定を受けており、そのうち約９割の方が介護
サービスを受けています。

■サービスの利用状況
　1ケ月あたりの施設・在宅サービスの利用状況です。サービス利用の人数割合は、在宅サービス利用者が約８割、
施設サービス利用者が約２割、費用割合は、在宅サービス利用額が約６割、施設サービス利用額が約４割です。

要介護度別の認定・利用状況

要介護度別の介護費用 各サービスの利用状況

1人あたり
費用額　　（円）

障がいの種類 身体障害者手帳の級
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腎臓障害によって、定期的に透析治療を受けている方

下肢又は体幹機能障がい
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心臓、腎臓、呼吸器機能障がい

特定疾患者で特定疾患医療受給者証のある方
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介護サービス利用の流れ
①申請 …………
②要介護認定 …

③認定結果 ……
④ケアプランの
　作成 …………
⑤介護サービス
　の利用 ………

町介護保険窓口へ申請  
認定調査結果や主治医意見書をもと
に保健・医療・福祉の専門家が審査
審査の結果を通知  
認定結果通知に基づき、介護サービ
ス計画（ケアプラン）作成を依頼  

ケアプランに沿ってサービスを利用

安八郡広域連合 介護保険事業運用状況

限度とし、購入額の9割を給付します。
※年額は４月～翌年３月までで集計します。
※年度途中で対象又は、対象外となった場合は、月割
で限度額が変更となります。

●申請時の持ち物
　購入品目・金額がわかる領収書、申請者の印
鑑、振込先口座のわかるもの
※令和2年度分は令和3年４月上旬までに申請し
　てください。

※在宅サービスの利用人数は延べ人数です。

町内に住所を有し、要介護３・４・５と認
定された方と６か月以上同居し、現に介
護をしている方


